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令和８年４月７日 

 

令和８年度国土交通省調達改善計画 

 

１．本計画の目的  

限られた財源の中で政策効果を最大限向上させるため、政府においては、政策の遂行に必要な財・

サービスの調達を費用対効果において優れたものとすることを基本的な理念とし、調達改善の取組を進

めているところである。 

 本計画は、「調達改善の取組の推進について」（令和８年１月 27 日行政改革推進会議決定）及び

「調達改善の取組の強化について（調達改善の取組指針の策定）」（平成 27 年１月 26 日行政改革

推進会議）に基づき、調達改善の取組内容や目標を定めたものであり、これに基づく調達改善の取組

を推進することで、行政コスト（事務負担）にも留意しつつ、当省の調達の競争性のより一層の確保、経

済性の向上を図り、調達コストの縮減や調達対象の品質確保に資することを目的とするものである。 

 

２．国土交通省の調達の現状  

(1) 国土交通省の調達実績 

令和６年度における国土交通省の調達件数は約 4.1 万件、調達金額は約 3.5 兆円。 

 

表１．令和６年度 国土交通省における調達の契約種別実績 

（単位：件、億円） 

契約種別 契約件数 割合 契約金額 割合 

競争性の 

ある契約 

競争契約 30,547 73.9% 26,425 76.4% 

 最低価格落札方式 14,430 47.2%※ 3,347 12.7%※ 

 うち一般競争契約 （12,883） - （3,035） - 

 うち指名競争契約 （1,547） - （311） - 

総合評価落札方式 16,117 52.8%※ 23,078 87.3%※ 

  うち一般競争契約 （11,958） - （21,502） - 

  うち指名競争契約 （4,159） - （1,575） - 

企画競争による随意契約 4,443 10.8% 2,085 6.0% 

公募による随意契約 802 1.9% 611 1.8% 

不落・不調による随意契約 172 0.4% 167 0.5% 

小  計 35,964 87.0% 29,288 84.6%  

競争性のない随意契約 5,356 13.0% 5,320 15.4% 

合    計 41,320 100.0% 34,609 100.0% 

※競争契約に占める、最低価格落札方式又は総合評価落札方式の件数及び契約金額の割合である。 

（注１）「公共調達の適正化について（平成 18 年 8 月 25 日財務大臣通知）」に基づき、国土交通省が財務省に提出して

いるデータ（少額随契は除く）を基に作成。 

（注２）契約種別は、契約に至った種別にて整理。 

（注３）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、小計及び合計において一致しない場合がある。 
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(2)契約種別ごとの応札状況 

令和６年度について、契約種別ごとに件数ベースで見ると、競争契約では約４割、企画競争による

随意契約では約７割が一者応札となっている。 

 

表２．令和６年度 国土交通省における調達の応札状況 

（単位：件、億円） 

契約種別 
１者 ２者以上 合  計 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

競争契約 

（最低価格落札方式） 
7,489 2,027 6,941 1,320 14,430 3,347 

  割 合 51.9% 60.6% 48.1% 39.4% 100.0% 100.0% 

 うち一般競争契約 （7,371） （1,983） （5,512） （1,052） （12,883） （3,035） 

 うち指名競争契約 （118） （44） （1,429） （267） （1,547） （311） 

競争契約 

（総合評価落札方式） 
4,320 5,949 11,797 17,129 16,117 23,078 

  割 合 26.8% 25.8% 73.2% 74.2% 100.0% 100.0% 

 うち一般競争契約 （3,833） （5,743） （8,125） （15,760） （11,958） （21,502） 

 うち指名競争契約 （487） （206） （3,672） （1,369） （4,159） （1,575） 

企画競争による随意契約 2,783 1,494 1,660 591 4,443 2,085 

  割 合 62.6% 71.6% 37.4% 28.4% 100.0% 100.0% 

公募による随意契約 794 611 - - 794 611 

  割 合 100.0% 100.0% - - 100.0% 100.0% 

（注１）「公共調達の適正化について（平成 18 年 8 月 25 日財務大臣通知）」に基づき、国土交通省が財務省に提出して

いるデータ（少額随契は除く）を基に作成。 

（注２）契約種別は、契約に至った種別にて整理。公募を実施した結果、複数者からの応募があり競争契約又は企画競争

による随意契約に移行した契約については、契約相手方の最終的な選定手続（競争契約又は企画競争による随

意契約）により整理し、公募による随意契約として整理はしないこととする。なお、この場合における応札（応募）者数

の区分は、公募後に行った競争契約又は企画競争による随意契約に参加した応札（応募）者数により整理する。 

（注３）応募者がいないときに特定の１者と契約を行う場合は、公募による随意契約の１者として整理する。 

（注４）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注５）「公募による随意契約」欄には、試験又は講習の実施に係る会場の借上げについて、日時、場所及び収容人員等

の諸条件を明らかにしたうえで公募を行うものや、タクシーチケット供給業務など複数者との契約を前提としているもの

については原則除外している。 

 

(3)調達経費の内訳 

令和６年度における調達経費の内訳を見ると、公共工事等が大宗を占める（件数の約 52％、金

額の約 79％）。 

 



3 

 

表３．令和６年度 国土交通省における調達経費の内訳 

（単位：件、億円） 

調達経費 
本  省 地方支分部局等 合  計 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公

共

工

事

等 

公共工事(A) 29 425 8,773 21,406 8,802 21,831 

 割合（A/J） 1.4% 28.3% 22.4% 64.7% 21.3% 63.1% 

公共工事に係る調査及

び設計業務等(B) 
92 33 12,788 5,539 12,880 5,572 

 割合（B/J） 4.4% 2.2% 32.6% 16.7% 31.2% 16.1% 

小計 121 458 21,561 26,946 21,682 27,404 

物

品

役

務

等 

情報システム(C) 308 497 425 226 733 723 

 割合（C/J） 14.6% 33.0% 1.1% 0.7% 1.8% 2.1% 

電力(D) 11 10 909 241 920 251 

 割合（D/J） 0.5% 0.7% 2.3% 0.7% 2.2% 0.7% 

ガス(E) 2 0 79 4 81 4 

 割合（E/J） 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 

調査研究(F) 487 184 248 118 735 301 

 割合（F/J） 23.1% 12.2% 0.6% 0.4% 1.8% 0.9% 

競争的資金による研究(G) 4 1 5 1 9 1 

 割合（G/J） 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

その他物品購入(H) 166 65 3,779 1,977 3,945 2,042 

 割合（H/J） 7.9% 4.3% 9.6% 6.0% 9.5% 5.9% 

その他役務業務(I) 1,011 289 12,204 3,593 13,215 3,883 

 割合（I/J） 47.9% 19.2% 31.1% 10.9% 32.0% 11.2% 

小計 1,989 1,046 17,649 6,159 19,638 7,205 

 合    計(J) 2,110 1,504 39,210 33,105 41,320 34,609 

(参考)本省・地方支部部局等の割合 5.1% 4.3% 94.9% 95.7% 
  

（注１）「公共調達の適正化について（平成 18 年 8 月 25 日財務大臣通知）」に基づき、国土交通省が財務省に提出して

いるデータ（少額随契は除く）を基に作成。 

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、小計及び合計において一致しない場合がある。 

（注３）「情報システム」は、システムに係る開発、改修及び維持管理（賃貸借、運用及び保守含む）等に係る調達を指す。 

（注４）「調査研究」は、「調査」（実態調査、動向調査等の各種の調査）、「統計調査」（統計情報の収集整理等）、「研究」
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（科学技術等の研究に係る分析、解析、実証、実験等）に係る調達を指す。 

（注５）「競争的資金による研究」は、資金配分主体が、広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家に

よる評価に基づいて実施すべき課題を採択して、研究者等に配分する研究開発資金による研究に係る調達を指す。 

 

(4)競争契約における調達経費の内訳 

 

表３における物品役務等の契約件数が占める割合と比較して、競争契約の件数は、物品役務等

の占める割合が小さい（表３における物品役務等の件数割合は約 48%、表４における物品役務等の

件数割合は約 41％）。 

 

表４．令和６年度 国土交通省における競争契約における調達経費の内訳 

（単位：件、億円） 

調達経費 

本  省 地方支分部局等 合  計 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公

共

工

事

等 

公共工事(A) 23 404 8,432 18,157 8,455 18,560 

 割合（A/J） 2.1% 38.6% 28.6% 71.5% 27.7% 70.2% 

公共工事に係る調査及び

設計業務等(B) 
70 19 9,427 4,142 9,497 4,161 

 割合（B/J） 6.4% 1.8% 32.0% 16.3% 31.1% 15.7% 

小計 93 423 17,859 22,298 17,952 22,721 

物

品

役

務

等 

情報システム(C) 226 382 257 152 483 535 

 割合（C/J） 20.5% 36.6% 0.9% 0.6% 1.6% 2.0% 

電力(D) 4 4 369 83 373 87 

 割合（D/J） 0.4% 0.3% 1.3% 0.3% 1.2% 0.3% 

ガス(E) 1 0 15 0 16 0 

 割合（E/J） 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 

調査研究(F) 162 83 72 11 234 94 

 割合（F/J） 14.7% 7.9% 0.2% 0.0% 0.8% 0.4% 

競争的資金による研究(G) 2 0 0 0 2 0 

 割合（G/J） 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

その他物品購入(H) 155 63 3,506 1,363 3,661 1,425 

 割合（H/J） 14.1% 6.0% 11.9% 5.4% 12.0% 5.4% 

その他役務業務(I) 458 90 7,368 1,472 7,826 1,562 
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 割合（I/J） 41.6% 8.6% 25.0% 5.8% 25.6% 5.9% 

小計 1.008 622 11,587 3,081 12,595 3,703 

 合    計(J) 1,101 1,045 29,446 25,380 30,547 26,425 

(参考)本省・地方支部部局等の割合 3.6% 4.0% 96.4% 96.0% 

（注１）「公共調達の適正化について（平成 18 年 8 月 25 日財務大臣通知）」に基づき、国土交通省が財務省に提出して

いるデータ（少額随契は除く）を基に作成。 

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、小計及び合計において一致しない場合がある。 

（注３）「情報システム」は、システムに係る開発、改修及び維持管理（賃貸借、運用及び保守含む）等に係る調達を指す。 

（注４）「調査研究」は、「調査」（実態調査、動向調査等の各種の調査）、「統計調査」（統計情報の収集整理等）、「研究」

（科学技術等の研究に係る分析、解析、実証、実験等）に係る調達を指す。 

（注５）「競争的資金による研究」は、資金配分主体が、広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家に

よる評価に基づいて実施すべき課題を採択して、研究者等に配分する研究開発資金による研究に係る調達を指す。 

 

(5)競争契約における一者応札に係る調達経費の内訳 

表３における物品役務等の契約件数が占める割合と比較して、一者応札の契約件数は、物品役

務等の占める割合が大きい（表３における物品役務等の件数割合は約 48%、表５における物品役務

等の件数割合は約 63％）。 

 

表５．令和６年度 国土交通省における競争契約による一者応札に係る調達経費の内訳 

（単位：件、億円） 

調達経費 

本  省 地方支分部局等 合  計 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公

共

工

事

等 

公共工事(A) 13 398 1,899 3,219 1,912 3,617 

 割合（A/J） 2.0% 43.9% 17.0% 45.5% 16.2% 45.4% 

公共工事に係る調査及び

設計業務等(B) 
38 12 2,472 1,822 2,510 1,834 

 割合（B/J） 5.7% 1.3% 22.2% 25.8% 21.3% 23.0% 

小計 51 411 4,371 5,040 4,422 5,451 

物

品

役

務

等 

情報システム(C) 179 309 200 143 379 451 

 割合（C/J） 27.1% 34.0% 1.8% 2.0% 3.2% 5.7% 

電力(D) 1 2 138 29 139 31 

 割合（D/J） 0.2% 0.2% 1.2% 0.4% 1.2% 0.4% 

ガス(E) 1 0 9 0 10 0 

 割合（E/J） 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 
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調査研究(F) 101 73 36 4 137 78 

 割合（F/J） 15.3% 8.1% 0.3% 0.1% 1.2% 1.0% 

競争的資金による研究(G) 2 0 0 0 2 0 

 割合（G/J） 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

その他物品購入(H) 87 48 1,839 821 1,926 869 

 割合（H/J） 13.2% 5.3% 16.5% 11.6% 16.3% 10.9% 

その他役務業務(I) 239 64 4,555 1,031 4,794 1,095 

 割合（I/J） 36.2% 7.1% 40.9% 14.6% 40.6% 13.7% 

小計 610 496 6,777 2,028 7,387 2,525 

 合    計(J) 661 907 11,148 7,069 11,809 7,976 

(参考)本省・地方支部部局等の割合 5.6% 11.4 94.4 88.6   

（注１）「公共調達の適正化について（平成 18 年 8 月 25 日財務大臣通知）」に基づき、国土交通省が財務省に提出して

いるデータ（少額随契は除く）を基に作成。 

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、小計及び合計において一致しない場合がある。 

（注３）「情報システム」は、システムに係る開発、改修及び維持管理（賃貸借、運用及び保守含む）等に係る調達を指す。 

（注４）「調査研究」は、「調査」（実態調査、動向調査等の各種の調査）、「統計調査」（統計情報の収集整理等）、「研究」

（科学技術等の研究に係る分析、解析、実証、実験等）に係る調達を指す。 

（注５）「競争的資金による研究」は、資金配分主体が、広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家に

よる評価に基づいて実施すべき課題を採択して、研究者等に配分する研究開発資金による研究に係る調達を指す。 

 

(6)工事の実施状況 

工事の調達では、透明性・公正な競争を確保する観点から一般競争入札による調達を行っている

一方で、低価格入札の増加に伴う公共工事の品質低下に関する懸念が顕著となる中、平成 17 年

の公共工事の品質確保の促進に関する法律の施行を踏まえ、品質確保を促進するために総合評価

落札方式の適用を拡大してきた。現在では、大半の工事で、一般競争入札・総合評価落札方式を

適用している。 

令和６年度については、約７割が一般競争入札となっており、その大宗が総合評価落札方式で行

われている。 
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表６．令和６年度 国土交通省における工事の契約件数及び金額 

（単位：件、億円） 

契約種別 

工事全体 うち総合評価 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

 合計に占

める割合 

 合計に占

める割合 

 工事全体に

占める割合 

 工事全体に

占める割合 

競
争
契
約 

一般競争 8,347 65.9% 16,834 84.4% 7,796 98.1% 16,692 98.9% 

指名競争 160 1.3% 202 1.0% 153 1.9% 192 1.1% 

小 計 8,507 67.2% 17,036 85.4% 7,949 100.0% 16,884 100.0% 

随意契約 4,152 32.8% 2,920 14.6%     

合  計 12,659 100.0% 19,956 100.0%     

（注１）「国土交通省直轄工事等契約関係資料（令和７年度版）」（金額は当初契約金額）を基に作成。 

（注２）ＰＦＩ事業を除く。 

（注３）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、小計及び合計において一致しない場合があ

る。 

 

(7)競争性のない随意契約の状況 

 令和５年度から６年度にかけて競争性のない随意契約の全契約に占める件数・金額の割合は令和

４年度と比較して増加しており、その要因は能登半島地震からの復旧のための緊急随意契約が主なも

のである。 

 

表７．競争性のない随意契約の推移 

（単位：件、億円） 

年 度 

競争性のない随意契約 契約全体 

契約件数 契約金額 
契約件数 契約金額 

 割 合  割 合 

令和２年度 5,185 11.4% 3,478 8.7% 45,433 40,000 

令和３年度 5,196 12.0% 2,322 6.9% 43,474 33,560 

令和４年度 4,339 10.7% 2,049 5.7% 40.734 35,916 

令和５年度 5,164 12.5% 3,443 10.4% 41,245 33,220 

令和６年度 5,356 13.0% 5,320 15.4% 41,320 34,609 

（注）「公共調達の適正化について（平成 18 年 8 月 25 日財務大臣通知）」に基づき、国土交通省が財務省に提出しているデータ（少額

随契は除く）を基に作成。 
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３．調達改善計画の推進体制等  

(1) 調達改善推進チーム 

本計画の推進・自己評価等を行うため、調達改善推進チームを設置する。調達改善推進チーム

は、統括責任者、副統括責任者及びメンバーをもって組織することとし、統括責任者は大臣官房長

とするほか、構成員は以下のとおりとする。 

 

統括責任者  ：大臣官房長 

副統括責任者：大臣官房会計課長、大臣官房参事官（会計担当）及び大臣官房技術調査

課長 

メンバー   ：副統括責任者がその所属職員の中から指名する者 

 

調達改善推進チームは、発注関係部局との連携の下、調達改善計画の策定及び進捗把握・管

理を行うとともに、実施状況の把握等を通じて、必要な場合には、調達改善計画の改定を行い公表

するものとする。 

 

(2) 外部有識者の関与 

調達改善推進チームは、調達改善計画の策定並びに年度終了後の自己評価の結果について、

外部有識者から意見を求めるものとする。 

また、公正入札調査会議等を活用し、調達改善計画の取組状況について外部有識者から意見

を求める。 

 

(3）内部監査の活用 

随意契約の見直し及び一者応札の解消への取組状況等の確認を重点監査項目として位置付

け、内部監査を実施する。 

 

（4）自主点検の実施 

   上半期終了後、自主点検を実施する。自主点検の実施内容は、実施時期までに、従来の実施 

内容を基本としつつ適切に定めたうえで実施する。 

 

４．自己評価の実施方法  

実施した取組内容及びその効果、目標の達成状況、実施において明らかになった課題等について

は、年度終了後に本計画の実施状況等について自己評価を行い、その結果をホームページにより公表

する。自己評価の結果は、その後の調達改善計画の実施や策定に反映させるものとする。 

 



重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

○ 工事における総合評価の改善
・外部有識者を交えた懇談会等の場において、総合評価落札方式の実施状況等を踏まえて議論を行い、公共工事の品質確保及び
担い手の中長期的な育成・確保のため、公正性・透明性の確保に留意しつつ、多様な総合評価落札方式の見直し及び改善に努め
る。

国土交通省においては工事の調
達金額の割合が高く、取組の効
果が大きいと考えられるため。

A -

・総合評価落札方式の各種試行について、
PDCAサイクルによる効果検証・見直し等を
ルール化し、試行の実施目的に沿った取り組み
になるよう改善を行っていく。

R８年度中
（随時）

○ 工事における受発注者の事務負担軽減

・技術資料作成・審査に係る競争参加者、発注者双方の事務手続の軽減のため、競争に参加する者の数が多数であると見込まれる
場合等において、段階的選抜方式、一括審査方式を活用するなど、入札契約事務の更なる改善及び効率化を推進する。
・外部有識者を交えた懇談会等の場において、建設生産・管理システムにおけるデータマネジメントの在り方の検討を行う。
・新技術活用にかかる負担軽減のため、AIを活用する等、新技術情報提供システム（NETIS）の利便性向上の取組を行う。

国土交通省においては工事の調
達金額の割合が高く、取組の効
果が大きいと考えられるため。

A -

・段階的選抜方式、一括審査方式の実施等
により、受発注者の事務負担軽減を図る。
・建設生産・管理システムにおけるデータマネジ
メントについて、事業監理データ連携基盤（プロ
ジェクトCDE）によるデータマネジメントに必要な
機能要件等を定め、事業監理の効率化・高
度化を図る。
・NETISにおいて、技術検索機能にAIを実装
し、利便性を向上することにより、新技術活用
にかかる負担軽減を図る。

R８年度中
（随時）

○
調達改善に向けた審査・管理の充実
(一者応札の改善に向けた取組)

・本省及び地方支分部局において、参入要件等の見直し、準備期間の確保、仕様書の記載内容の明確化、発注予定情報の公表
等、発注者による契約手続に入る前の事前検証を徹底する。
・調達内容に応じて、それぞれ、以下の取組の強化に努める。
＊物品等の調達：特殊な車両や重油の購入など、その特殊性から取扱業者数が少ない物品等の調達については、参入可能者の把握
に努めるとともに、取扱業者が他にいない場合など競争環境の改善が見込めない案件については、適正な契約方式への移行も検討す
る。
＊システム関係：専門的な業務内容に関するシステムの運用・保守については、既設システムの環境・構成を可能な限り公開し、より詳
細な業務内容を示すことで広く入札参加を促す。
＊施設・設備等の維持管理：業者が作業員の確保などの履行体制を十分整えられる準備期間の確保や、地域外からの新規参入促
進を図るための仕様書の明確化及び参考資料の情報提供を行う。
＊調査等の役務：ホームページ等に事前の発注の見通しを公表することや、過年度の調査報告書を公開することなど、調達情報の周
知を徹底し、参入可能性のある業者の裾野を広げる。
・入札不調となった案件の原因分析を行ったうえで、資格要件や発注単位の見直しなどの対策を講じる。
・結果として一者応札となった案件のうち契約金額が高額なものについては、本省内及び地方各発注部局において一者応札となった原
因分析結果をとりまとめ、本省ホームページに公表する。
・特に複数年一者応札が続いている案件については、業者へのヒアリング、アンケート等を活用し、要因分析及び改善に努める。
・上記の取組の結果、改善が図られた案件について、本省にて事例を取りまとめ、ノウハウ等の共有を図る。
・各部局に設置された外部有識者からなる公正入札調査会議等において、競争入札及び企画競争を行った契約のうち、結果的に一
者応札又は応募となったものを中心に、個別案件の審査を徹底するとともに、再度同委員会等に報告するよう努める。

A -

・事前・事後検証の徹底、改善事例の共有等
を行い、発注者側の取組により改善が見込め
るものの競争性の向上を目指す。

R８年度中
（随時）

○ 調達事務のデジタル化

本省及び地方支分部局において、以下の取組を推進する。
＊入札説明会をオンラインで開催する。
＊押印省略が可能な場合、見積書・請書等の徴取を電子メールで行う。
＊工事・コンサル業務については、電子入札システムで電子入札、電子契約システムで電子契約を行っており、デジタル化が進められて
いる。物品・役務については、電子調達システム（GEPS）で電子入札及び電子契約を行っており、電子入札はデジタル化が進んでおり、
電子契約も導入が進んできているが、更なる電子契約数と割合の増加が必要である。更なる利用促進を図るためホームページ等で電
子調達システムの啓発を図る他、紙での対応を希望する業者に対しても、積極的に落札事業者へ声掛けを行うとともに、入札公告や入
札説明書等に電子契約対象案件であることを明記するなど運用拡大に引き続き努める。
＊やむを得ない場合を除き、原則電子契約とする。
＊R8年度中に本省にて生成AIの実証実験が行われるため、調達事務に有用な利用法等があれば、省内の地方部局等にもその内容
を共有する。

B -

・地方支分部局等も含めて省全体で調達事
務のデジタル化を進める。
（前年度の電子契約率を上回ることを目指
す。）

R８年度中
（随時）

○
電力調達の改善

・平成28年度から、順次、一般競争入札へ移行しているところであり、検討中の案件について、共同調達・一括調達の導入の検討や市
場の状況を踏まえつつ、更なる移行を引き続き推進する。
・一般競争入札を行う際に、再生可能エネルギー電力の調達や旧供給電力事業者が異なる地域の事務所・施設等をとりまとめて調達
する等の電力コストの更なる削減を、部局における調達状況を踏まえ、可能な限り推進することに努める。
・再生可能エネルギー電力の調達においては、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置
について定める計画（令和7年2月18日閣議決定）」における、2030年までに各府省庁で調達する電力の60%以上を再生可能エネル
ギー電力とすることとの記載を踏まえ、一般競争入札等は再生可能エネルギー比率60%以上を初度の要件として行う。
・一般競争入札の導入状況・ノウハウ等をとりまとめ、本省・地方支分部局との間で内容の共有を図ることにより、地理的要因で参入業
者がいないことが明らかな場合等を除き、原則一般競争入札を実施するよう促す。

B H28年度

・引き続き随意契約となった全案件についての
一般競争入札への移行可否の検討により、一
般競争入札案件の増加と競争性の向上を目
指す。
・再生可能エネルギー電力調達の推進に取り
組み、2030年までに国土交通省で調達する電
力の60%以上を再生可能エネルギー電力とする
ことを目指す。

R８年度中
（随時）
R１２年度
まで

※１　難易度

A＋：効果的な取組
A　：発展的な取組
B　：標準的な取組

●電子入札率、電子契約率の定義は下記のとおりとする（「政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議専門部会（第63回）及びシステム設計ＷＧ（第84回会合）」（令和７年10月30日デジタル庁)。
電子入札率＝電子入札実施案件数÷開札案件数
・電子入札実施案件数：開札された入札案件のうち、電子入札を行った民側利用者が少なくとも1社存在する開札案件数。（随意契約は含まず。）
・開札案件数：調達実施申請が完了し、入札対象となった案件のうち、電子調達システムにおいて開札が執行された案件数。（随意契約は含まず。）
電子契約率（入札案件）＝（電子契約案件数（入札案件）＋請書省略案件数（入札案件））÷開札案件数
・電子契約案件数（入札案件）：契約確定件数のうち、「契約書」または「請書」を、「電子」で実施した案件数。（随意契約は含まず。）
・請書省略案件数（入札案件）：契約確定件数のうち、「請書省略」とした案件数。（随意契約は含まず。）
電子契約率（全案件）＝（電子契約案件数＋請書省略案件数＋少額物品調達案件件数）÷（調達実施申請件数＋少額物品調達案件数）
・請書省略案件数：契約確定件数のうち、「請書省略」とした案件数。
・少額物品調達案件数：少額物品調達業務において契約締結済となった案件数。
・調達実施申請件数：調達実施案件登録で調達実施申請案件を作成し、決裁まで完了した案件数。（一時保存状態の案件数は含まず。）
※電子契約率（全案件）は、電子調達システムに登録せず、入札から契約までが紙のみで完了する案件は対象外であり、GEPS（少額物品調達業務も含む）を用いて契約した案件が対象である。
※年度をまたいで入開札・契約が行われる案件がある際などに、電子入札率・電子契約率が100%を超える場合がある。（例：3月に入札公示、4月に開札の案件）

令和８年度の調達改善計画

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の
選定理由

難易度
※１

取組の
開始年度

取組の目標

様式１



継続

継続

継続

継続

継続

継続

○内部監査の実施
引き続き、競争性のない随意契約に係る競争性のある契約への移行の
可否、一者応札の解消への取組状況等の検討結果について、内部監
査を重点的に実施するとともに、結果について各調達部局に周知し、取
組の改善を促進する。

○その他
・人事評価における適切な評価（コスト意識や業務改善に留意した独自
の目標設定が可能な場合の目標設定や、コスト意識や業務改善に向け
た取組の適切な評価）
・調達改善に係る研修の実施（会計事務職員を対象とした研修の実施
による職員のスキルアップ）

○随意契約の見直し
・引き続き、競争性のない随意契約を締結しようとする全案件について、
契約手続に入る前に競争性のある契約への移行可否を改めて検討する
等の取組を行い、その結果を本省ホームページにおいて公表する。
・競争性のある契約へ移行した事例に関する情報を省内で共有し、各調
達部局の検討に資するようにする。

○少額な契約等への対応
会計法令で予定価格が少額で随意契約が可能とされている場合につい
ても、競争性を向上させる観点から、事務負担、地域性等に配慮しつ
つ、オープンカウンター方式を活用するなど競争参加機会を拡大させる。
少額物品調達業務について、各府省庁の導入状況を注視しつつ当省に
おける利用を促進していく。また、デジタルマーケットプレイスについても引き
続き当省において導入を検討していく。

その他の取組
調達改善計画

具体的な取組内容
新規
継続
区分

○共同調達・一括調達の推進
・引き続き、本省及び全地方支分部局等において、共同調達及び一括
調達を推進する。
・部局単位の取組に加え、地方支分部局等や本省と地方支分部局等と
の間で一括して発注した方が合理的な業務についても、一括調達を実
施するなど、状況に応じて拡大に向けた検討を行う。

○クレジットカード決済の活用
「会計業務の効率化に向けた改善計画（平成28年７月決定）」に基づく
資金前渡官吏払いから支出官払いへの移行による業務効率化に資する
よう、水道料金を中心にクレジットカード決済の活用を検討する。

様式２


